
　後期高齢者医療制度の保険料率は、被保険者数および医療費の増加等に対応するため、

２年に一度見直されることとなっています。

　令和６・７年度の保険料率等については、次のとおりとなります。

軽減措置について

　均等割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得基準が引上げられ、均等割額５割軽減については、

被保険者数に乗ずる金額が２９万円から２９．５万円に、２割軽減については、被保険者数に乗ずる 

金額が５３．５万円から５４．５万円に変わります。

　なお、後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者であった方に 

対する保険料軽減措置は、令和６年度も継続されます。

令和４・５年度 令和６・７年度

均等割額 ４３，２００円 ４５，６００円

所得割額 ８．５４％ ８．８４％

賦課限度額 ６６０，０００円 ８００，０００円

※均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくものです。

※所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合の

　ことです。

※賦課限度額とは、賦課される保険料（年額）の上限額のことです。

　 令和６年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます。

　  所得割率  ……基礎控除後の総所得金額等が５８万円を超えない方は８．５４％となります。

　賦課限度額……令和５年度末（令和６年３月３１日）以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方

　　　　　　　　と障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、７３万円となります。
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「広報のぎ」に掲載する有料広告を募集しています

　モノクロ１段枠（横１７５㎜×縦４０㎜）１６,０００円／月　※この枠のサイズが「１段枠」です。
　モノクロ半段枠（横８５㎜×縦４０㎜）　８,０００円／月
　※審査の結果、掲載できない場合があります。
　※詳細は町ホームぺージをご覧ください。
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